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マイナンバーカードと電子証明書には有効期限があります（電子証明書の有効期限は5年）。
有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを身分証明書として使えなくなるほか、E-Tax等の電子申請やコンビニ
交付、令和3年3月から開始される健康保険証利用等に使えなくなりますので、ぜひ、更新手続を行ってください。
マイナンバーカード・電子証明書の更新にかかる手数料は、無料です。
※有効期限が過ぎてしまった場合でも、無料で再発行することができます。

※マイナンバーカード交付の場面で、カードに添付された顔写真と、ご本人との同一性を確認する必要がある場合には、顔認証システム
を利用する場合があります。

※　一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250 におかけください。
※　外国語対応は 0120-0178-27 におかけください（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語で対応）

次の４点が封筒に封入されています。
申請方法は、本書をご覧ください。

公式サイト 検索

お問合せ

外国語対応

有効期限通知書

照会書兼回答書 照会書兼回答書封入用封筒
※電子証明書の
代理人申請に必要。

※電子証明書の
代理人申請に必要。本書

同封物について

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178
平　日　9時30分～20時00分（年末年始を除く）
土日祝　9時30分～17時30分
マイナンバーカードの紛失・盗難などによる一時利用停止
については、24時間365日受け付けます。

地方公共団体情報システム機構（J-LIS）とは、都道府県・市区町村が
共同して運営する組織です。
本件は、J-LISが全国の市区町村長から委任を受けて実施しています。

https://www.kojinbango-card.go.jp

サイズ
（縦 4.5cm×横 3.5cm）
・　最近６ヶ月以内に撮影
・　正面、無帽、無背景のもの
・　裏面に、氏名、生年月日を

記入してください。

・　顔が横向きのもの。
・　無背景でないもの。
・　正常時の顔貌と著しく異なるもの。
・　背景に影のあるもの。
・　ピンボケや手振れにより不鮮明なもの。
・　帽子、サングラスをかけ人物を特定できないもの。

こういうのは
やめてね。

いいね

Tel ： 0570-064-738

総務省 ・ 地方公共団体情報システム機構 (J-LIS)
URL：https://www.kojinbango-card.go.jp
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顔写真のチェックポイント

お問い合わせ先

まずは有効期限通知書を確認してくださいまずは有効期限通知書を確認してください


